
〇 酒類を継続して販売する行為は、それが営利を目的としているか
どうか、販売先が特定か不特定かにかかわらず、「酒類の販売業」
に該当し、「酒類の販売業免許」を受ける必要があります。

〇 国税庁は、フリマサイトやインターネットオークション等における
酒類の無免許販売を抑止するため、フリマサイト等を運営する事業者
と連携しており、必要に応じて、個別に注意喚起を行うことを依頼す
る等の対応を行っております。

〇 酒類をフリマサイト等で出品される際には、
以下のＱ＆Ａもご参照下さい。

☞「フリマサイトやインターネットオークション等に酒類
を出品したいと思いますが、この場合に酒類販売業免許
は必要ですか。」

その出品、法律違反ではありませんか？
～フリマサイト等に酒類を出品される方へ～

https://www.nta.go.jp/taxes/sake/qa/03b/05.htm
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